
 

一般社団法人石川県バスケットボール協会 正会員の推薦に関する規程 

 

基本規程第４条による正会員の推薦については、以下の通り定める。 

（１）加盟チーム 

基本規程第６３条に定める加盟チームが所属する各種の連盟（基本規程第７９条に定める

本協会が設置）及び本協会が指定するアンダーカテゴリー部会より以下の人数 

当該年度における本協会への加盟チーム数が１０チームまでは１名。以後、１０チーム

を超えるごとに１名追加する。ただし、上限は５名とする。 

（２）市町バスケットボール協会 

基本規程第６３条に定める本協会加盟の市町バスケットボール協会より１名 

（３）本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体 

個人、団体より１名 

 

  附 則 

この規程は、平成 12年 4月 9日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成 30年 4月 26日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和元年 5月 23日から施行する。 


